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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき曰が賃金の最低額を定め、

使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

)厚生労働省



POINT

ヽ1

働くすべての人に、

賃金の最低額(最低賃金額)を

保障する制度です。
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定める

ものであり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払

わなければなりません。

仮に、最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意

の上で定めても、それは最低賃金法によつて無効とされ、最

低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

また、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支

払つた場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはな

りません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場

合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。



地域別最低賃金 特定最低賃金

内  容爛

産業や職種にかかわりなく すべての労働者とその使

用者に対して適用される最低賃金です。都道府県ごと

に ヨ氏賃金額,走められています。

基幹的労働者を対象として 関係労使が地域別最低賃

金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必

要と認める産業について設定されています。適用され

る産業は都道府県によつて異なり、平成27年 9月 30日

現在 全国で235の最低賃金が定められています.

適用される者

正社員 契約社員 パートアルバイト嘱託などの雇

用形態や呼称にかかわ・Dず すべての労働者とその

使用者に適用されます。

特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者

に対して適用されます.

(R覇獣翼誦辣荼翼雰量)

POINT

地方最低賃金審議会の答申を受け、

都道府県労働局長が決定します。

地域別最低賃金 特定最低賃金

最低賃金の

決め方業2

中央最低賃金審議会から示される引上 デ額の目安

を参考にしながら、地方最低賃金審議会での地域の

実情を踏まえて審議を行い 答申後 異議申出に関

する手続を経て 都画荷県労働局長が決定します。

▼

官 報 公 示
▼

効力の発生 公票3日18::睾叢露震す犯

特定の産業について 関係労使の申出に基づき 地

方最低賃金審議会が必要と認めた場合で 賃金の実

態調査結果など各種統計資料を+分に参考にしな

がら審議を行い、答申後、異議申立に関する手続を

経て、都道府県労働局長が決定します.

▼

官 報 公 示
▼

効力の発生 頌8目3::侶麗震躾する日

来1地域別剰氏貨証 特定最低賃金の両方

“

適用される労働者には 使用者は高 tヽ 方の最低賃金額以上の質金を支払わなければなりません すべての,舅
=J最

低賃金は 時間額で定められています ただし

一部の特定馴氏賃金は 日額と時間額が定められています この場合 日額はヨ給の労働者に 時間額は日綸以外の時間綸 月給などの労働者にそれぞれ適用されます

K2中央および地方副璧賃金審議会では 賃金の実態調査結果など3重統計資料を十分に参考にしながら日蜃貫金の審議を行しヽ決定します 地域別最低賃金は 0労働者の生計受/●労働者の資金/■通常

の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており「労働者の生計費Jを考慮するに当たつては 労曇者が健康でtlヒ的|● 最低限度の生活を室むことができるよう 生舌保護に係る施策と

の整錐 に頭 することとされています

特定最低賃金の詳綱は,htp:〃Wlyw mhtw 80 Jp/stf/Se`akuntsute/bunya/0000041788 htmt



働くすべての人に、

適用されます。
地域別最低賃金はすべての労

‐
31者とその使用者に、

適用されます。

地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低額を

保障するセーフティネットです。正社員、契約社員、パ

ート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や0乎称にかかわ

らず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
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(1)派遣先の事業場が別の都道府県にある例 (2)派遣先の事業場に特定最低賃金が

適用されている例

ヽ金重は平成27● 3月 30日 現在のも●‐です

福岡県



0時間給の場合
時間給 ≧最低賃金額 (時間鋤

②日給の場合
曰給■1日の平均所定労働時間=三二J円 (時間額に換算)≧ 最低賃金額 (時間額)

0月給の場合
月給■1か月の平均FF定労働時間=Li′●円

“

寺間額に換算)≧ 最低賃金額 (時 F・5頷 )

最低賃金額との比較方法
あなたの賃金と該当する都道府県の最低賃金額 (右面参照)を書き込んでみましょう。

| |≧ | | | |÷ □
=| |≧  |

□
÷| |=| |≧ | |

●●県で働くAさんの場合 (月給のみの場合)

Aさんに支払われた賃金のうち、通勤手当は算入しないので、

160000円 -8.000円 ‐152000円

●この金額を時間額に換算し最低賃金額と比較すると、

152.000円 ■1か月の平均所定労働時間(160時間)=950円 >800円

であり、最低賃金額以上となつています。

▲△県で働くBさんの場合 (日 給と月給の組合わせの場合 )

0)基本給(曰 10を時間額に換算すると、5000円■1日の所定労働時間(8時間)=625円

OBさんに支払われた賃金のうち通勤手当は算入しないので、

職務手当 (月給)を時間額に換算すると、

24,000円■1か月の平均所定労働時間(160時 間)=150円

0上記0と●を合計すると 625円 +150円 =フフ5円く800円

であり最低賃金額未満となつています。

使用者の皆様へ躍聾l鰤撃][酪濫課舅響露皇轟鮮曇げ翁鮨
臥しな幅金なら0_.l演年月

(来 1)最低賃金額との比較に当たつて 次の賃金疇 入しません.

●臨時に支払われる賃金(結婚手当など, ●1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)●所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時 間外割増

賃金など,〔 )所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休 日割増資金など)● 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち 通常の労働

時間の賃金の計算額を超える額分 (深夜割増賃金など, ・・精皆勤手当 通勁手当および霧族手当

(※ 2)日額で定められている特定最低賃金の対象となる場合は 日額に換算した額 ≧特定最低賃金額(曰頷)

0 0、②、0が
組み合わさつている場合

例えば、基本棺が日給で各手当 (職務手当なυ

が見給の場合は、

● 基本給(日給)-0の計算で時間額を出す

●各手当(月0-0の 計算で時間額を出す

00と●を合計した額 ≧ 最低賃金額(時間額)

POINT

チェックしたい賃金mを

時間額にして、最低賃金額
(時間額)と比較します。



地域別最低賃金一覧
(47都道府県 )
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都道府県名 最低資金鑽 (円 ) 前年比 (円 ) 発動年月日

北海道 764(フ48) 16↑ 平成27年 10月 8曰

青 森 695(6フ9) 16↑ 平成2フ 年10月 18日

岩 手 695(6フ8) 17↑ 平成27年 10月 16日

宮 城 726(710) 16↑ 平成27年 10月 3日

秋  田 695(6フ9) 16↑ 平成27年 10月 7日

山 形 696(680) 16↑ 平成27年 10月 16曰

福 島 705(689) 16↑ 平成27年 10月 3日

茨 城 747(フ29) 18↑ 平成27年 10月 4日

栃 木 751(733) 18↑ 平成27年 10月 1日

群 馬 737(フ21) 16↑ 平成27年 10月 8日

埼 玉 820(302) 18↑ 平成27年 10月 1曰

千 葉 817(フ98) 19↑ 平成27年 10月 千曰

東 京 907(888) 19↑ 平成27年 10月 1日

神奈り| 905(3871 18↑ 平成27年 10月 13日

新 潟 731(715) 16↑ 平成27年 10月 3日

富 山 746(723) 18↑ 平成2フ年10月 1曰

石 735(713) 17↑ 平成27年 10月 1日

福 井 732(716) 16↑ 平成2フ年10月 1日

山 梨 737(721) 16↑ 平成27年 10月 1日

長 野 746(728) 18↑ 平成27年 10月 1日

岐 阜 754(738) 16↑ 平成2フ 年10月 1日

静  岡 783(765) 18↑ 平成2フ 年10月 3曰

愛 矢□ 820(800) 20↑ 平虚 フ年10月 1日

三 重 771(フ 53) 18↑ 平成2フ 年10月 1日

( )内 は 平成26年度最低賃金額

年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、すべての労働者に適用されます。

使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になつているか、必ず確認しましょう。

●パソコンでも最低賃金がチェックできます1  最低賃金制度  団

●厚生労働省ホームページアドレス http:/′ www mhtw go」 P′

●最優賃金に関する特設サイト httpッ ′www sa te,chingin nfo′

都口●県名 ]嬌賃金額 (円 ) 前年比 (円 ) 発動年月日

滋 賀 764(746) 18↑ 平虚 7年 10月 8日

京 都 807(789) 18↑ 平成27年 10月 7日

大 阪 858(838) 20↑ 平成27年 10月 1日

兵 庫 794(776) 18↑ 平成2フ 年10月 1日

奈 良 740(724) 16↑ 平成27年 10月 7曰

和歌山 731(715) 16↑ 平成27年 10月 2曰

鳥 取 693(6フ7) 16↑ 平成27年 10月 4曰

島 根 696(679) 17↑ 平成27年 10月 4曰

岡 山 735(フ 19) 16↑ 平成2フ年10月 2曰

広 島 769(750) 19↑ 平成2フ年10月 1曰

山 口 731(715) 16↑ 平成27年 10月 1日

徳 島 695(679) 16↑ 平成27年 10月 4日

香 719(702) 17↑ 平成27年 10月 1日

愛 媛 696(680) 16↑ 平成27年 10月 3日

高 知 693(67フ ) 16↑ 平成27年 10月 13日

福 岡 743(フ 2フ ) 16↑ 平成27年 10月 4曰

佐 賀 6941673) 16↑ 平成27年 10月 4日

長 崎 694(6フ 7) 17↑ 平成27年 10月フロ

貢旨  フド 694(677) 17↑ 平成27年 10月 17日

大 分 694(677) 17↑ 平成27年 10月 1フ 曰

宮 崎 693(6ア7) 16↑ 平成2フ年10月 16日

鹿児島 694(678) 16↑ 平成2フ年 10月 8日

沖 縄 693(677) 16↑ 平虚 フ年10月 9日

全国加重平均額 798(780)

最低賃金に関するお問い合わせは最寄りの労働局または労働基準監督署ヘ


